
                             

 
                                            平成23年5月13日 

各   位 
 

会 社 名  株式会社 新 潟 放 送 
代表者名  代表取締役社長 竹石松次 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード  ９４０８） 
問合せ先  取締役経営管理局長  嘉瀬 清 
（ＴＥＬ．０２５－２６７－４１１１） 

 
 

定款一部変更及び監査役２名選任に関するお知らせ 

 

 当社は、平成２３年５月１３日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」及び「監査役２名選任の件」を平成２３年 

６月２９日開催予定の第８１回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
 
Ⅰ．定款一部変更の件 

 

１．変更の理由 

  (1)  「放送法等の一部を改正する法律」(平成22年法律第65号)が施行されることにより、「放送法」（昭和25年法律

第132号）に定める従来の放送区分が「基幹放送」と「一般放送」に変更されるため、所要の変更を行うとともに、

効力の発生日を「放送法等の一部を改正する法律」（平成22年法律第65号）の施行日とする旨の附則を設けるもの

であります。 

 

 (2)  当社は、会社法第２条第６号に定める大会社ではありませんが、株式会社大阪証券取引所の「企業行動規範に関

する規則」第８条の規定により、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため監査役会を設置することとし、

所要の変更及び新設を行うものであります。 

 

(3)  その他、字句の修正並びに条数の変更等、全般にわたって所要の変更を行うものであります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容については別紙のとおりであります。 

  

 ３．日程 

   取 締 役 会 決 議      平成２３年５月１３日 

   定時株主総会開催（予定）   平成２３年６月２９日 

   定款変更の効力発生日     平成２２年６月２９日 

 

Ⅱ．監査役２名選任の件 

 

１．監査役２名選任の理由 

    当社は、会社法第２条第６号に定める大会社ではありませんが、株式会社大阪証券取引所の「企業行動規範に関

する規則」第８条の規定を受け、監査役会を設置することとなり、会社法第 335 条第３項の規定により、監査役を

増員するため、新たに監査役２名の選任をお願いするものであります。 



                             

    なお、本件は「Ⅰ．定款一部変更の件」が承認されることを条件としており、監査役全員の同意を得ております。 

 ２．監査役候補者 

 

  （１）中山 輝也  昭和12年6月9日生 

略   歴 

昭和４８年４月  現㈱キタック代表取締役社長 （現在に至る） 

平成１７年４月  新潟経済同友会代表幹事 （現在に至る） 

平成１８年３月  社会福祉法人知足常楽会理事長 （現在に至る） 

平成１９年１１月 財団法人新潟県国際交流協会理事長 （現在に至る） 

 

（２）瀬賀 弥平  昭和22年4月23日生 

略   歴 

昭和４１年４月 関東信越国税局 入局 

平成１６年７月 関東信越国税不服審判所 国税審判官 

平成１８年７月 越谷税務署長 

平成１９年８月 瀬賀弥平税理士事務所開設 （現在に至る） 

 

   （３）就任予定日 

      平成２３年６月２９日（第８１回定時株主総会開催予定日）     

 
 

以 上 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

    【 別 紙 】 

 

                                      定款一部変更の内容     

                                           (下線は変更部分) 

現 行 定 款 変 更 案 

第 １ 章  総   則 

(商 号） 

 第 1条  (条文省略) 

 

(目 的） 

 第 2条 当会社は、次の事業を営むこと 

    を目的とする。 

     1. 放送法による一般放送事業  

 

 

2.   

       ～    (省略) 

   15.  

 

第 3条 

 ～     （条文省略） 

 第28条 

  

第 １ 章  総   則 

(商 号） 

 第 1条  (現行どおり) 

 

(目 的） 

 第 2条 当会社は、次の事業を営むこと 

    を目的とする。 

     1. 放送法による基幹放送事業及び一般放

送事業  

 

2.   

       ～    (現行どおり) 

   15.  

 

第 3条 

 ～     （現行どおり） 

 第28条 

  第 ５ 章  監 査 役 

(監査役の設置） 

第29条 当会社は、監査役を置く。 

 

(定 員） 

第30条 当会社の監査役は、３名以内と 

する。 

第31条 

～    （条文省略） 

第32条 

(常任監査役） 

第33条 監査役は、互選により、常任監 

  査役を定めることができる。 

 

 

（ 新設 ）                               

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ５ 章  監査役及び監査役会 

（監査役及び監査役会の設置） 

第29条 当会社は、監査役及び監査役会    

を置く。 

(定 員） 

第30条 当会社の監査役は、４名以内と 

        する。 

第31条 

 ～     （現行どおり） 

第32条 

(常勤監査役） 

第33条 監査役会は、その決議によって、 

常勤の監査役を選定することができる。 

 

(監査役会の招集通知) 

第34条 監査役会の招集通知は、各監査 

  役に対して会日の３日前までに発    

  する。ただし、緊急の必要がある   

  ときは、この期間を短縮すること  

ができる。  

２ 監査役全員の同意があるときは、   

招集の手続きを経ないで監査役会    

を開催することができる。  

 



                             

 
現 行 定 款 変 更 案 

 

（ 新設 ）                                

 

 

 

 

第34条 

～      （条文省略） 

 第42条 

 

 

(監査役会規則） 

第35条  監査役会に関する事項は、法令  

または本定款のほか、監査役会に  

おいて定める監査役会規則による。 

  

第36条 

～     （現行どおり） 

第44条 

（ 新設 ）                                

 

 

 

 

 

 

               

  

 以 上 

 

附  則 

第1条     第2条 第1号の変更は、「放 

送法等の一部を改正する法律」 

(平成22年法律第65号)の施行 

日を効力発生日とし、本条の規 

定は、同日をもって削るものと 

する。 

 

 

                         以 上 

 

                                                                                            以  上 


